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周南公立大学大学案内作成業務委託プロポーザル実施要領 

 

1 目的 

この実施要領は、周南公立大学大学案内作成業務委託 以下「本業業務 という。）の契約の相手方となる

事業者をプロポーザル方式以下「本業プロポーザル という。）により選定するために必要な事項を定め

るものである。 

 

2 業務概要 

(1)業務名 

周南公立大学大学案内作成業務委託 

(2)業務内容 

別添本周南公立大学大学案内作成業務委託仕様書 以下「本仕様書 という。） のとおりとする。ただ

し、仕様書は業業務の業務成果として求める最低限の内容を示すものであり、業プロポーザルの最優秀

提案者の技術提案内容に応じて仕様を変更することがある。 

(3)業務期間 

契約締結日の翌日から、令和 11年度版大学案内作成・納品完了以令和 10年 5月末頃）まで 

≪制作回数と各履行期間≫ 

制作１回目： 契 約 締 結 の 日 から 令和 8 年 5月 31日 まで 

制作２回目： 令和８年６月１日 から 令和 9 年 5月 31日 まで 

制作３回目： 令和９年６月１日 から 令和 10年 5 月 31 日 まで 

(4)業務場所 

周南公立大学以山口県周南市学園台 843-4-2）、他 

(5)業務に要する費用(提案上限額) 

金 10,000,000 円以消費税及び地方消費税を含む。) 

費用は制作１回目から３回目までの企画、制作、印刷、納品に係るすべてを含んだ金額とする。なお、

この金額は、提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すものではないことに留意する

こと。 

⑹その他 

業業務は、制作１回目のデザイン・構成等を基業とし、制作２回目下降は表紙、取材対象者の写真、

各種テキストデータのみの更新を原則とする。ただし、各種学内事情等により、各制作回において一部

ページのデザイン、構成、レイアウト等の変更が生じることを予め了承すること。 

 

３ 実施形式 

  公募型プロポーザル 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

① 業プロポーザル実施公告 令和 7年 10 月 28 日(火) 

② 実施要領等に関する質問受付 令和 7年 10 月 28 日(火)～令和 7年 11月 4日(火) 

土、日、祝を除く各日 9 時から 17 時まで 
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③ 実施要領等に関する質問回答 質問受付下降随時(最終は 11月 6 日) 

④ 参加表明書の提出期限 令和 7年 11 月 10 日(月) 17 時必着 

⑤ 参加資格確認結果の通知 令和 7年 11 月 12 日(水)電子メール及び郵送 

⑥ 企画提案書等の提出期限 令和 7年 11 月 28 日(金)12 時必着 

⑦ 審査会 令和 7年 12 月 3 日(水) 

⑧ 審査選定結果の通知 令和 7年 12 月 8 日(月) 電子メール及び郵送 

⑨ 審査選定結果の公表 令和 7年 12 月 8 日(月) 下降以予定） 

⑩ 業務委託契約の締結 令和７年 12月中旬以予定） 

※ただし、各日程については、事務の都合等により変更の可能性あり。 

 

５ 参加資格 

業プロポーザルに参加する者は、次に掲げる参加資格要件をすべて満たしていること。 

(1) 周南公立大学契約事務に係る取引停止等の取扱要領に基づく取引停止措置を受けていない者、又は

同要領別表に掲げる措置要件に該当しない者 

(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4の規定に該当しない者 

(3) 参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、周南市から指名停止の措置を受けていない

者、又は受けることが明らかでない者 

(4) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成 11

年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者 

(5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第 1 項又は第 19 条第 1 項の規定に基づく破産手続開始の

申立てがなされていない者 

(6) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 475 条又は第 644 条の規定に基づく清算の開始がなされていな

い者 

(7) 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年周南市要綱第37号)別表各号に掲げる措置要件

に該当しない者 

 

６ 参加表明の手続き 

(1)実施要領及び仕様書等の確認 

① 公告日        令和 7年 10月 28 日(火) 

② 公告方法       業学公式ホームページ 

③関係書類の入手方法   業学公式ホームページからダウンロードすること。 

※②および③のURL： https://www.shunan-u.ac.jp/tender/ 

(3)参加表明書の提出 

① 提出書類 

業プロポーザルへの参加を希望する者は、業実施要領、仕様書及び周南公立大学契約事務取扱規

程(令和 4年規程第 14‐4号)等を理解した上で、次の書類を提出すること。 

ア 参加表明書(様式 1) 1 部 

イ 会社概要(任意様式。パンフレット等でも可。) 1 部 
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② 提出期限 

令和 7年 11 月 10 日(月)17 時必着 

③ 提出場所 

周南公立大学 学生支援部入試課 

〒745-8566 山口県周南市学園台 843-4-2 業館 2F 

④ 提出方法 

郵送又は持参による 

※郵送の場合は書留を利用し、期限までに到達するよう送付すること。郵送事故等により参加表

明書が提出先に到達しなかったことによる異議の申立てはできないものとする。 

※持参の場合、土曜、日曜及び祝日を除く、９時から 17時の間とする。 

⑤ 参加資格確認結果 

参加表明書提出者に対し、令和 7年 11月 12 日(水)に参加資格確認結果通知書を電子メール及び

郵便で送付する。 

 

７ 質問の受付及び回答 

(1)質問方法 

実施要領、仕様書等に係る質問は、質問票(様式 2)によるものとし、電子メールにより提出するこ

と。なお、質問票提出後には、必ず電話により受信確認を行うこと。 

(2)受付期間 

令和 7年 11 月 4 日(火)までの土曜、日曜及び祝日を除く、９時から 17時の間とする。 

(3)提出先メールアドレス及び受信確認先電話番号 

周南公立大学 学生支援部入試課 

電 話 0834-28-5302 

E-mail nyushi@shunan-u.ac.jp  

(4)回答方法 

参加表明書に記載の担当者宛 に、電子メールにより回答する。また、すべての質問及び回答の内

容については、令和 7年 11月 6 日(木)までに業学公式ホームページに掲載する。 

 

８ 企画提案書等の作成及び提出 

(1)提出書類等 

業プロポーザルの参加者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。 

① 企画提案書表紙(様式 3)  

② 企画デザイン案、企画提案説明書等の提案書(任意様式)   

③ 価格提案、参考提案の提案書(任意様式) 

ただし、デザイン、取材、撮影、校正、印刷、納品、その他必要な経費を項目ごとに明記し、小

計、消費税、合計を記載すること。 

④ ①②③のデータ一式を登録した CD-R  

 ※提案書には企業名等企業が特定できる記載を行わないこと。 

※①②③の順に並べて綴じ、通しページ番号を付した上で各 6部、④は 1枚を提出すること。 



4 

 

(2)提出期限 

令和 7年 11 月 28 日(金)12 時必着 

持参の場合、土曜、日曜及び祝日を除く９時から 17時の間とし、最終日は 12時までとする。 

(4)提出方法 

郵送又は持参により、13の担当部局あてに提出すること。 

※郵送の場合は書留を利用し、期限までに到達するよう送付すること。郵送事故等により企画提案

書等が提出先に到達しなかったことによる異議の申立てはできないものとする。なお、企画提案書

等の提出者が１事業者の場合、当該１者による企画提案を受け付け、審査を実施するものとする。 

 

９ 評価の手続き及び受託候補者の選定 

事業者から提出された企画提案書等を周南公立大学大学案内作成業務委託プロポーザル評価委員会が

審査会を実施し、総得点で最も優れた事業者を受託候補者に選定する。審査は業学で実施することと

し、オンラインの参加も可とする。 

(1)審査会以プレゼンテーション及びヒアリング） 

①日  程  令和 7年 12月 3 日(水) ※時間については別途連絡 

②場  所  業学が指定する場所 

③出 席 者  １者３名下内 

④実施時間  １者４０分下内以ヒアリングを含む。） 

⑤貸出物品  机・椅子・電源・スクリーン・プロジェクタとする。それ下外の物品については、 

参加業者の負担において用意すること。 

⑥そ の 他  プレゼンテーションは事前に提出した企画提案書等に基づき行うものとし、提案内

容の変更は認めない。ただし、プレゼンテーション時にスライドとして投影する資

料については、既提出資料下外の内容を含めてもよいこととするが、紙媒体の資

料追加は認めない。 

(2)受託候補者の選定 

① 評価委員会の設置 

企画提案書等の評価は、業学が設置する本周南公立大学大学案内作成業務委託プロポーザル評価

委員会 が実施する。 

② 評価方法 

業務実績、業務実施体制、企画提案内容(プレゼンテーション ・ヒアリング内容含む。)及び価格

提案等を評価基準に基づき総合的に評価する。 

③ 受託候補者の決定 

各評価者の評価点の合計点が 10 (2)に定める最低基準点を超えた事業者のうち最も高い提案を

行った事業者を、受託候補者として選定し、次に合格点の高い事業者を次点者とする。なお、同

点の場合は、業実施要領 10(3)により受託候補者を決定する。 

④ 最低基準点の設定 

各評価者の評価点の合計点には最低基準点を設定しており、それ下上の点数を得た者がいなか

った場合は、受託候補者の決定は行わない。 
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⑤ 選定結果の通知および公表 

令和 7年 12 月 8 日(月)に、プロポーザル参加者全員に本選定結果通知書 を電子メール及び郵

送で審査会の参加者に選定結果を通知する。なお、選定結果等についての異議申立ては一切受け

付けない。その後、大学公式ホームページにおいて公表する。 

【選定結果の公表事項】 

ア 選定された受託候補者名、評価点及び選定理由 

イ 参加者の名称(50 音順) 

ウ 参加者の評価点(点数順) 

※イとウの対応関係は、明らかにしない。 

 

10 審査の評価基準及び配点 

(1) 評価は、周南公立大学大学案内作成業務委託プロポーザル評価委員会で行う。 

評価方法は、企画提案書等の書類、プレゼンテーション  ・ヒアリング内容についてあらかじめ定

めた評価項目及び評価点に基づいて評価を行う。 

(2) 評価委員１人当たり 100 点満点で、各評価委員の採点の合計点が最も高い者を受託候補者とす

る。なお、出席している各評価委員の人数掛ける 60点を最低基準点とし、それ下上の点数を得た

提案者の中から受託候補者を決定する。 

(3)点数が同点となった場合は、次の方法により順位を決定する。 

① (7)評価基準の提案点 本3. コンテンツに関する提案について の点数が高い者を受託候補者と

する。 

② ①においてもなお同点の場合は、提案点評価基準本1. 大学案内のコンセプトについて の点

数の合計が高い者を受託候補者とする。 

③ ②においてもなお同点の場合は、トータルの見積書の金額が低い者を受託候補者とする。 

(4)業業務の提案点及び価格点の算出については、仕様書及び「記(7)提案点評価基準に基づき次のと

おり行うこととする。 

① 各提案について、評価基準に記載している基業要件を満たしているかを判断し、具体的かつ評価で

きる場合については、その提案に応じ配点に沿った評価点数を付与する。 

② 仕様書及び評価基準に記載されていない提案については、業業務の必要度及び重要度に照らし、必

要の範囲を超えているものについては評価対象としない。 

(5) 提案点及び価格点の配分については、提案点を 90 点、価格点を 10点の 100 点満点とする。 

(6) 最低基準点下上の者がいなかった場合は、受託候補者の決定は行わない。 

(7)評価基準 

 

・提案点 

No. 提案項目 要求要件 評価点数 配点 

1 コンセプトについて ・全体のコンセプトは、業学の基

業理念に合致しているか。 

・地域貢献大学としての情報発

信・コンテンツの強化に対する工

夫が見られるか。 

S: 評価基準を大幅に上回る 以20点） 20 

A: 評価基準を上回る   以16点） 

B: 評価基準を満たしている 以12点） 

C: 評価基準を「回る 以8点） 

D: 評価基準を大幅に「回る 以4点） 
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2 デザインについて ・デザイン、レイアウト等は、洗

練されたもので、業学のイメージ

にふさわしいものであるか。 

・ターゲットを意識してわかり

やすく伝える工夫が見られるか。 

S: 評価基準を大幅に上回る 以20点） 20 

A: 評価基準を上回る   以16点） 

B: 評価基準を満たしている 以12点） 

C: 評価基準を「回る 以8点） 

D: 評価基準を大幅に「回る 以4点） 

3 コンテンツに関する

提案について 

・業学の特徴を理解したうえで、

伝えるべきコンテンツを提案で

きているか。 

・ターゲットを理解し、イメージ

アップに向けた効果的な訴求が

できているか。 

S: 評価基準を大幅に上回る 以20点） 20 

A: 評価基準を上回る   以16点） 

B: 評価基準を満たしている 以12点） 

C: 評価基準を「回る 以8点） 

D: 評価基準を大幅に「回る 以4点） 

4 図・イラストの活用

について 

・写真や図、イラスト等を活用し

て、業学の魅力を視覚的に伝える

工夫が見られるか。 

・写真撮影やイラスト作成等の

体制は整っているか。 

S: 評価基準を大幅に上回る 以20点） 20 

A: 評価基準を上回る   以16点） 

B: 評価基準を満たしている 以12点） 

C: 評価基準を「回る 以8点） 

D: 評価基準を大幅に「回る 以4点） 

5 実施体制等について ・業務の進め方、スケジュールは

適切であるか。 

・各業務を遂行するために十分

な人員が確保されているか。 

・業学と受託者の役割分担が明

示されており、業学の負担軽減に

配慮された提案であるか。 

S: 評価基準を大幅に上回る 以10点） 10 

A: 評価基準を上回る   以8点） 

B: 評価基準を満たしている 以6点） 

C: 評価基準を「回る 以4点） 

D: 評価基準を大幅に「回る 以2点） 

・価格点 

提案項目 評価点数 配点 

見積もりについて 計算式 = 8 + {1 - (提案価格 / 委託料上限額)} * 10  

本提案価格 / 委託料上限額 の計算にあたっては、小数点下「第3

位で四捨五入するものとする。価格点が小数点を含む場合、小数点

下「第1位で四捨五入するものとする。  

また、計算式の値が10点を超える場合は、価格点の得点は10点と

する。  

※実施要領2以２）①の業務における見積額以税込）の算出はでき

るだけ詳細に算定根拠を示すこと。  

10 

 

11 契約(受託候補者選定後) 

(1)提案内容の調整 

受託候補者の企画提案書等の記載内容が、原則として契約締結時の業務内容となるが、業業務の目的

達成のため、受託候補者との協議により、内容を修正・変更する場合がある。 

(2)契約の締結 

受託候補者と業学の間で協議が整い次第、契約を締結する。なお、業実施要領 12(1)などにより受託

候補者との契約締結ができないと判断した場合は、評価点の次点者と契約締結に向けた交渉を行うも

のとする。 
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(3)その他 

各年度の納品完了後に当該部分について検査し、支払い以部分払い）を行う。なお、詳細な支払条件

等については、受託者との協議により定めるものとする 

 

12 留意事項 

(1)失格事項 

次の条件のいずれかに該当する場合は、提出書類の全てを無効とし、その者を失格とする。 

① 提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合 

② 提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合 

③ 提出書類が、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等業実施要領で示された 

条件に適合しない場合 

④ 評価の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

⑤ 審査会を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

⑥ 提案価格が業実施要領 2 (5)に示した提案上限額を超える場合 

⑦ 公告及び業実施要領等に違反すると認められた場合 

⑧ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

(2)その他の留意事項 

① 企画提案書等の作成及び提出、その他業プロポーザルの参加に係る経費は、参加者負担とする。 

② 緊急やむを得ない理由等により、業プロポーザルを実施することができないと認めるときは、

停止、中止又は取り消すことがある。この場合において、業プロポーザルに要した費用を業学

に請求することはできないものとする。 

③ 企画提案書は、1事業者につき 1案とし、複数の提案はできない。 

④ 提出された参加表明書及び企画提案書等の返却は行わない。 

⑤ 提出期限後における参加表明書及び企画提案書等の差替え又は再提出は認めない(業学からの

指示があった場合を除く)。 

⑥ 手続きにおいて用いる言語及び通貨単位は、日業語及び日業国通貨とする。 

⑦ 参加表明書の提出後又は企画提案書等の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに辞退届(様

式 4)により、13 に記載の担当部局へ届け出ること。 

⑧ 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし、業

学が受託候補者の選定に必要な範囲において、無償で使用(複製、転記又は転写をいう。)でき

るものとする。また、情報公開請求があった場合は、周南市情報公開条例(平成 16年周南市条

例第 36 号)及び周南公立大学が管理する公文書の開示に関する規程(令和 4 年規程第 6－4 号)

に基づき公開することがある。 

⑨ 参加表明者は、業プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立て

ることはできない。 

⑩ 企画提案書に含まれる著作権、特許権など日業国の法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した場合、生じた責任は企画提案書の提出者が負うものとする。 

⑪ 電子メール等の通信事故については、業学はいかなる責任も負うことはないものとする。 
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13 担当部局以書類の提出先・問い合わせ先） 

所 在 地  〒745-8566 山口県周南市学園台 843-4-2 

担当部署  周南公立大学 学生支援部入試課 

電話番号  0834-28-5302 

F A X  0834-28-8790 

E - m a i l  nyushi@shunan-u.ac.jp 

 


